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県 政 報 告

千葉たつや

安心・成長・埼玉の新時代を創る！ 　県議会６月定例会は6月14日から7月2日まで開催され、一般会計補正予算【第６号】
121億498万6千円及び補正予算【第7号】488億8,112万1千円などを議決しました。
　補正予算【第６号】の主な内容は、新型コロナまん延防止等重点措置などの影響を受け
ている事業者支援として、外出自粛等の影響を受けている事業者（表１）、酒類の提供自粛
等の影響を受けている酒類販売事業者（表２）、宿泊事業者（表３）、地域公共交通事業者
（表４）等への支援についての予算が計上されています。
　補正予算【第７号】では、まん延防止等重点措置の6月21日から7月11日までの21日間
の延長を受け、感染防止対策協力金の支給期間延長をはじめ、生活困窮者への支援につ
いての予算等が盛り込まれています。

県議会６月定例会報告

企画財政委員会（副委員長）
危機管理・大規模災害対策特別委員会
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会

所属委員会

宿泊事業者への支援
9億997万円埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事業 52億2,717万6千円

地域公共交通事業者への支援
1億2,310万円

表3

表4

表1

企画財政副委員長として5月31日に開催された臨時議会本会議において「委員長報告」に登
壇。企画財政委員会における審査経過の概要について報告をしました。

683億6,781万5千円補正予算
【第8号】

約609億8,611万円
補正予算【第６号・第７号】

影響を受けた事業者支援を拡充

一般会計補正後累計額：
2兆3,878億7,062万2千円

今年度６回目の臨時議会を開催

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事業
【第1期】　　6億6,459万8千円　　【第2期】　　2億9,109万9千円

表2

　令和3年4～7月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴う、酒類提供自粛要請の影響を大きく受けた酒類
販売事業者等に対して協力支援金を給付する。また、特に甚大な影響を受けた事業者に対して特別枠を設け協
力支援金を増額支給する。
【対象事業者】月間売上が前年又は前々年同月比で30％以上減
少している県内の酒類販売事業者等

【特別枠】対象月の月間売上が前年又は前々年同月比で
70％以上減少している事業者への協力支援金を増額

　県議会は7月9日、まん延防止等重点措置の8月22日までの期間延長を受け臨時議会を開催し、補正予算【第８号】を議決しました。
　その内訳は、感染防止対策協力金に558億1,497万7千円、酒類販売事業者等協力金の第2期分と月間売上げが70％以上減少している事業者に特別
枠を設けるための予算（2億9,109万9千円／表２）、個別接種を行う医療機関への財政支援予算（120億797万3千円）等が計上されました。
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新型コロナウイルス感染症対策特別委員会報告
　新型コロナウイルス感染症対策特別委員会（6月
29日）では「新規陽性者数等の推移」「新たな医療提
供体制等の整備」などの県の報告に対して、私は以下
の３項目（①ホテル療養について、②オリンピック・パ
ラリンピックに関して、③まん延防止等重点措置の解
除要請の目安について）質問・提言を行いました。
　また、他の委員からは「まん延防止等重点措置区域
について、基準を示すことはできないのか」「県のワク
チン集団接種会場を４か所に拡大する今後の課題に
ついて」などの質問があり、活発な議論が交わされま
した。

❶ホテル療養について
■活用部屋数の改善について

ホテル療養の最大数は4月22日の382人、その時点での確保部屋数は1,056部屋
で全体の36.17％しか稼働できていません。以前の委員会においても指摘させてい

ただきましたが改善されたのか、また、現在は確保部屋数の何％を活用できるようになっ
たのかお伺いいたします。
 新規陽性者数が減少に転ずる前の5月上旬の平均稼働率は34％で、4月の最大の

36％と概ね同様に推移していました。その後は感染動向に落ち着きが見られ、6月
の稼働率は概ね24％になっています。新規開設をしたホテルに包括委託を導入するな
ど、稼働率向上の対策を講じていますが、現状では稼働率の改善の有無についての判断
は困難です。一方で稼働率の向上だけではなく、全体の室数の増加も必要だと思ってい
ます。6月には3施設460室増設しております。仮に稼働率30％として、約140人の療養
者の受入増化体制が整っております。
■埼玉県の自宅療養の考え方と妥当部屋数について

医療提供体制の具体的な検討の中で、宿泊療養2,523室確保とありますが、ホテル
療養中心へと考え方を再度変更するのか、また、自宅療養4,625人とありますが、ホ

テル療養と自宅療養を同時に行うのであれば、自宅療養者数が非常に大きくなった場合
の対応について十分に検討し、シミュレーションしておく必要性があると考えますが、現
時点の対策についてお伺いいたします。

引き続き原則として入院または宿泊療養を優先して調整を行うことに変更はありま
せん。軽症者・無症状者については、引き続きホテル療養を原則としつつ、家庭内で

感染防止ができることを前提に､自宅療養を認めることにし、令和2年12月23日に自宅
療養基準を定めました。この基準は厚労省が示した基準に加えて、県独自に本人の状況
に関する安全基準を満たしていることが条件になっています。ホテルの不足から自宅療
養者が増加することがないよう、宿泊療養先を確保する一方で、自宅療養せざるを得な
い陽性者の方が一定数、発生する実態もあり、サポート体制として24時間365日体制で
見守りができる仕組みや、オンライン受診等ができる体制を整備しているところです。
■目標部屋数の設定と有効性について

感染者急増時の目標部屋数を2,523室に決定した根拠と、この部屋数確保の為に
どのような対策を計画しているのかお伺いいたします。
今年1月16日に記録した最大の新規陽性者数582人、この2倍にあたる1,164人の
新規感染者が発生したと想定をし、必要な入院病床数、宿泊療養室数、自宅療養者

数を推計しました。まず新規陽性者のうち入院する割合を14％と仮定をしますと164人
が入院、1,000人がホテルまたは自宅ということになります。ホテルまたは自宅で療養す
る日数を実績から7日と設定し、療養日数により推計すると最大の療養者は5,886人と
なります。それをホテルと自宅の割合を15対55と仮定をしますと､ホテル療養者が
1,261人、自宅療養者が4,625人となります。ホテルの稼働率を50％と設定をすると
1,261人に対して必要な部屋数は2,523室になります。
　部屋数確保については6月に3施設を開設し、さらに1施設開設予定で準備を進めてい
ます。また、今休止しているホテルの再稼働の予定もあります。8月には1,800室の確保
が可能となる見込みです。さらに協力の意向調査を5月にしており、協力の意向をいただ
いているホテルチェーンにお願いをして、2,523室の確保を目指したいと考えています。

ホテルの稼働率を50％に設定という説明がありましたが、未だかつて50％という稼
働率は経験したことがないと思います。その根拠について質問させていただきます。
例えばホテル単体では40％や、50％を超える日もありました。最大の緊急時の計画
として、単純な道のりではないと思いますが包括委託を導入し、またインセンティブ

という形も考えており、そういった方法でなんとか、最大の陽性者が出たときの対応をし
ていきたいと考えています。

❷オリンピック・パラリンピックに関して
■埼玉会場の安全性確保について

大野知事は、「新型コロナウイルスの感染が拡大している場合には、県内競技を無観
客で実施する可能性があるとの認識を示した」と記者団の取材に答えています。ま

た先日の５者協議で、政府の大規模イベント制限に準じて、観客数の上限を定員の50％
以内、最大１万人とする事が発表されましたが、大野知事は改めて「午後９時以降につい

ては無観客が我々のスタンス」と述べています。観客の有無や最大観客数、さらには観客
動員時間制限等を埼玉県独自の判断で決定できるのかお伺いします。また、聖火リレー
を実施するにあたり、ボランティアを含めた関係者の安心・安全の確保についてお伺いい
たします。

現在、イベントについては21時までとする自粛の要請を行っており、夜間観戦を認め
ることは全体の整合性に照らし合わせて難しいと考えています。競技場外での飲食

も含めた対応をどう徹底していくのかについて、知事から橋本会長、丸川大臣にお願い
しているところです。現在、国、組織委員会、開催自治体からなる関係自治体連絡協議会
の場で、国内で不一致とならないよう協議を重ねているところです。
　聖火リレーの関係者については３密の回避、開催の２週間前までの期間、携わる方に健
康管理シートでチェックをとるといった対応を行っているところです。

大野知事が「観客については7月11日以降に発表される」と述べております。これは５
者協議で決められることだと思うのですが、確認させていただきます。
議員お話のとおり、7月11日以降に５者による協議を経て、それらの対応について発
表されるものと認識しております。（新型コロナウイルス感染症対策特別委員会が開

催されました6月29日時点での情報によります）
■オリンピック・パラリンピックによる影響について

埼玉県においての競技が始まった状況で感染者が出た場合の搬送先等について検
討されているのか、また、コロナ対策対応にどのような影響を及ぼすことが想定され

ているのかお伺いいたします。
本県での競技開催期間中は、大会関係者等は事前に組織委員会が選定した県内の
医療機関において対応していただくことで調整しています。競技場からの搬送も組

織委員会が手配することになっています。
　観客については会場内の医務室で対応しますが、新型コロナの感染が判明している患
者の移送については、会場や宿泊先等を管轄する保健所が担当することになっていま
す。感染者の搬送先は、軽症・無症状の方は宿泊療養先、中等症以上の方は医療機関に
調整することになっています。医療機関の選定は一般県民同様に病状を踏まえ、入院協
力医療機関への調整を行うことになっています。県内で調整が難しい事態が生じた場合
には、大会組織委員会と協議しながら対応する予定となっています。

保健所が県民への対応でいっぱいになってしまった場合に、オリンピック・パラリン
ピックによる搬送先の検討など、どのようなシミュレーションをされているのかお伺

いします。
大会関係者、観客はPCR検査等をして入場されているため、療養先は宿泊療養先と
なる可能性が高いと想定しています。宿泊療養先が県内で調整が難しい場合は、大

会組織委員会と協議をしながら対応を考えていきたいと思います。
県民や大会関係者の安心安全確保のために、最悪の事態をケーススタディしなけれ
ばならないと思いますが、今はまだ５者協議や大会組織委員会と、その辺の協議は

されていないということでしょうかお伺いします。
関係自治体連絡協議会、これの事務レベルによる幹事会を開き、その中でいろんな
場合を想定した考えを今整理しているところです。

❸まん延防止等重点措置の解除要請の目安について
前回の緊急事態宣言の解除時に、大野知事は国に解除を要請する目安として『10
万人あたりの１週間の新規感染者数が７人以下、１週間平均入院患者数が500人以

下』を設定いたしました。多くの県民が今、どのようになったら「まん延防止等重点措置」
が終わるのか、早く終わって欲しいと思っています。県民の皆様に目標を示す責任がある
と考えますが、今後国への解除要請についての目安を設定するのか、また設定するので
あれば設定数値をお伺いいたします。

現在、特に目安等は設けておりません。一つは国が示す指標であるステージⅡが、ま
ん延防止等重点措置解除の目安です。国の指標を参考に新型コロナウイルス感染

症専門家会議に諮って、ご意見を伺い、最終的には総合的に判断をするという形です。
判断はなかなか難しいとは思いますが、まん延防止等重点措置を解除した後も、飲
食店等の時短営業等の対策は、段階的に継続する予定なのかお伺いいたします。
現時点では答えにくい状況ではありますが、国が今後示す基本的対処方針、それか
ら感染状況を踏まえて判断することになろうかと思います。
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